
令和　６年　８月　７日

東亜道路工業（株）　関東支社

東京都港区六本木７－３－７

Ｒ６ーＲ８船橋出張所管内維持工事

船橋出張所管内（国道１４号、国道１６号、国道３５７号）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　３月３１日

６１９，３００，０００円（税込み）

＋　２，７９４，０００円（税込み）

６２２，０９４，０００円（税込み）

１．新積算基準特例措置の適用
  本工事は、「令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準
の運用」等に係る取扱いについて（令和６年２月２８日付け国会公契第２９
号、国官技第３７２号、国道国技第１９８号、国北予第２２号）」の通知に基
づく対応が可能な工事である。
  令和６年４月５日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求
があったため、工事請負契約書第６２条に基づき協議を行い、契約変更を行う
ものである。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

巡視・巡回工　　　　　　　　　１式
舗装工　　　　　　　　　　　　１式
コンクリート構造物補修工　　　１式
縁石工　　　　　　　　　　　　１式
防護柵工　　　　　　　　　　　１式
道路付属施設工　　　　　　　　１式
除草工　　　　　　　　　　　　１式
応急処理工　　　　　　　　　　１式
区画線工　　　　　　　　　　　１式
構造物撤去工　　　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　　　　　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



令和　６年　９月１８日

東亜道路工業（株）　関東支社

東京都港区六本木７－３－７

Ｒ６ーＲ８船橋出張所管内維持工事

船橋出張所管内（国道１４号、国道１６号、国道３５７号）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　９年　３月３１日

　６２２，０９４，０００円（税込み）

＋　５８，０８０，０００円（税込み）

　６８０，１７４，０００円（税込み）

１．応急処理工
　現地精査の結果、応急処理工について数量精査（増）する。

２．工期
　工期は元設計のとおりとする。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

巡視・巡回工               １式
舗装工                     １式
コンクリート構造物補修工   １式
縁石工                     １式
防護柵工                   １式
道路付属施設工             １式
除草工                     １式
応急処理工                 １式
区画線工                   １式
構造物撤去工               １式
仮設工                     １式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


